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次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
か

た
は
、
確
定
申
告
を
す
る
必
要
が

な
く
て
も
住
民
税
の
申
告
書
を
提

出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

申
告
が
必
要
な
か
た

▼
平
成
22
年
１
月
１
日
現
在
で
鳴

門
市
に
居
住
し
て
い
る
か
た
の

う
ち
21
年
中
に
営
業
・
農
漁

業
・
利
子
・
配
当
・
不
動
産
・

譲
渡
・
一
時
所
得
・
雑
所
得
が

あ
っ
た
か
た

▼
給
与
所
得
者
で
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
か
た

①
給
与
所
得
の
ほ
か
に
農
業
・

不
動
産
・
配
当
所
得
な
ど
が

あ
っ
た
か
た

②
年
末
調
整
を
受
け
て
い
な

い
、
ま
た
は
、
年
末
調
整
後

に
内
容
に
変
更
が
あ
る
か
た

③
給
与
以
外
の
所
得
合
計
額
が

20
万
円
未
満
の
か
た

▼
21
年
中
に
退
職
所
得
が
あ
り
特

別
徴
収
さ
れ
て
い
な
い
か
た

申
告
に
必
要
な
物
は

●
印
鑑

●
源
泉
徴
収
票
原
本
ま
た
は
支
払

調
書（
給
与
・
公
的
年
金
な
ど
・

個
人
年
金
・
報
酬
な
ど
）

●
満
期
保
険
金
な
ど
一
時
金
の
支

払
い
内
訳
書

●
営
業
所
得
や
農
業
所
得
、
不
動

産
所
得
な
ど
が
あ
る
場
合
、
収

入
、
経
費
が
分
か
る
明
細
書
や

領
収
書
お
よ
び
そ
れ
ら
を
基
に

作
成
し
た
収
支
内
訳
書

各
種
控
除
を

受
け
る
場
合
の
必
要
書
類

医
療
費
控
除
…
医
療
費
の
領
収
書

お
よ
び
保
険
金
な
ど
補
て
ん
金
額

の
わ
か
る
も
の

社
会
保
険
料
控
除
…
申
告
者
お
よ

び
生
計
を
共
に
す
る
配
偶
者
や
親

族
に
か
か
る
保
険
料（
国
保
料
・

国
民
年
金
保
険
料
・
任
意
継
続
保

険
料
な
ど
）の
納
付
・
控
除
証
明

書
ま
た
は
領
収
書

生
命
保
険
料
控
除
…
申
告
者
お
よ

び
扶
養
家
族
名
義
の
一
般
生
命
保

険
・
個
人
年
金
保
険
支
払
証
明
書

地
震
保
険
料
控
除
…
地
震
保
険
料

お
よ
び
旧
長
期
損
害
保
険
料
支
払

証
明
書

寄
附
金
控
除
…
受
領
書
ま
た
は
証

明
書

障
害
者
控
除
…
障
害
者
手
帳
、
療

育
手
帳
、
市
介
護
保
険
課
発
行
の

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
な
ど

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
…
家
屋

・
土
地
の
登
記
簿
謄
本
ま
た
は
抄

本
、
家
屋
・
土
地
の
売
買
契
約
書
、

住
民
票
の
写
し
、
年
末
残
高
証
明

書
な
ど

収
入
が
公
的
年
金
の
み
の
場
合

　

前
年
中
の
収
入
が
公
的
年
金
の

み
で
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
は
住
民
税
が
減
額
あ
る
い
は
非

課
税
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

（
毎
年
申
告
を
し
て
い
な
い
か
た
で

住
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
か
た
）

①
年
金
の
扶
養
申
告
書
が
未
提
出

で
、
配
偶
者
控
除
、
障
害
者
控

除
お
よ
び
寡
婦（
夫
）控
除
を
受

け
て
い
な
い
か
た

②
前
年
中
に
、
国
民
健
康
保
険
料

や
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
を

普
通
徴
収
で
納
め
た
か
た

問 
市
役
所
税
務
課
市
民
税
担
当

（
☎
６
８
４
・
１
１
２
９
）

　平成21年中（平成21年１月１日～12
月31日）所得の申告時期となりました。
申告は平成22年度の住民税の課税や
国民健康保険料・介護保険料・後期高
齢者医療保険料・保育料・児童手当な
どの算定基礎となる非常に重要なもの
です。これらのサービスを受けている
かたは、収入がなくても必ず期間中に
申告してください。

 

２
月
12
日（
金
）〜
３
月
15
日（
月
）

住
民
税
の
申
告
は
市
税
務
課
へ

住民税の申告相談の日程と会場
受付時間は、午前９時30分～午後４時

瀬戸公民館 ２月12日㈮・15日㈪
室撫佐漁協 ２月15日㈪
堀江公民館 ２月16日㈫・17日㈬
板東公民館 ２月18日㈭・19日㈮・22日㈪
新鳴門漁協 ２月22日㈪
北 泊 漁 協 ２月23日㈫
大毛集会所 ２月24日㈬・25日㈭
北灘公民館 ２月26日㈮・３月１日㈪
鳴門公民館 ３月２日㈫
里 浦 漁 協 ３月３日㈬

市 役 所
共 済 会 館

３月４日㈭＝木津・南浜・斎田
３月５日㈮＝黒崎・大桑島・小桑島
３月８日㈪＝林崎・北浜・立岩
３月９日㈫＝岡崎・弁財天・里浦・粟津
３月10日㈬＝大幸・段関・備前島
３月11日㈭＝木津野・大代
３月12日㈮＝吉永・矢倉
３月15日㈪＝徳永・長江

ｅ-Ｔａｘ（国税申告・
納税システム）などで必要な電子証明書の発行

　ｅ-Ｔａｘなどを利用し、税の申告や納税を行うかた
は、公的個人認証サービスの電子証明書が必要です。
鳴門市役所では、本庁舎１階市民課で発行しています。
○住民基本台帳カード（ICカード）（新たに発行の場合は、市民
課窓口で手数料500円。発行まで数日間かかります。） 

○運転免許証などの顔写真付きの公的証明書（顔写真付きの住民基
本台帳カード（ICカード）をお持ち頂いた場合は必要ありません。） 

○手数料500円（電子証明書発行手数料）
問 市役所市民課（☎６８４・１１３５）

発
行
に
必
要
な
も
の

申
告
は
忘
れ
ず
お
早
め
に

平
成
22
年

３
月
15
日
ま
で

申告期限
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電気式生ごみ処理機の購入補助
　市では、電気式生ごみ処理機の購入補助を行っ
ています。今まで補助を受けた事の無い世帯と、
前回補助を受けた日から５年以上を経過してい
る世帯を対象に、購入金額の２分の１（上限３万
円）を補助します。平成21年度の残り募集台数は
35基（先着順）です。

【申し込み】　購入の前に廃棄物対策課または市役所市民生活安心課に
備え付けの申請用紙に、世帯主の名前・処理機の名称・購入予定金額・
購入店（鳴門市内に限ります）など必要事項を記入し、朱肉を使う印鑑
を押印して申し込んでください。

※申請前に処理機を購入すると補助を受ける事ができませんのでご注
意ください。前回の受給年月日が不明な場合は、廃棄物対策課まで
問い合わせください。

市指定ごみ袋での缶類の出し方
　市クリーンセンター
では、缶用磁選機・缶
用アルミ選別機の導入
により、飲料用アルミ
缶・飲料用スチール缶をアルミ・スチール・
缶のいずれか同一の市指定ごみ袋に入れて
出していただくことができます。ただし、
ごみ出しできるのは、ジュースやビールな
ど飲料用缶に限られます。
　飲料用缶以外のアルミ缶・スチール缶は、
分別して地域の資源ごみ回収団体に出して
頂くか、燃やせないごみの市指定ごみ袋に
入れて、燃やせないごみの収集日に出して
ください。

クリーンセンターからのお知らせ  問 市クリーンセンター廃棄物対策課　  ☎683・7573／℻683・7579

所
得
税
の
申
告
書
の
提
出

　

税
務
署
に
は
、「
所
得
税
の
確

定
申
告
の
手
引
き
」な
ど
を
備
え

つ
け
て
い
ま
す
。
手
引
き
な
ど
を

参
考
に
ご
自
身
で
作
成
し
、
電

子
申
告
ま
た
は
郵
送
な
ど
で
早

め
の
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

ご
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
で
申
請

書
な
ど
の
作
成
が
で
き
ま
す
。

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w
w
.nta.go.jp/

）

「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー

ナ
ー
」で
、
所
得
税
、
贈
与
税

及
び
消
費
税（
地
方
消
費
税
含

む
）の
申
告
書
な
ど

を
簡
単
に
作
成
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

作
成
し
た
申
告
書
は
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
、
直
接
電
子

申
告
す
る
か
普
通
紙（
Ａ
４
）に
印

刷
し
添
付
書
類
と
と
も
に
郵
送
等

で
税
務
署
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

贈
与
税
の
申
告
と
納
税
を

お
忘
れ
な
く
！

　

平
成
21
年
中
に
、
個
人
か
ら
も

ら
っ
た
財
産
の
価
値
が
１
１
０
万

円
を
超
え
る
と
、
贈
与
税
の
申
告

と
納
税
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た

　市役所税務課では、個人情
報保護や本人になりすました
各種証明の不正な請求を防ぐ
ため、各種証明および固定資
産税の閲覧・縦覧の場合、本
人確認を行います。
　２月１日から窓口で官公署が発行した身分証明
書(運転免許証・パスポート・保険証等)など本人
確認ができる書類の提示を求めますので、ご協力
をお願いします。

※２月1日～３月31日は、試行期間で厳密な実施
は４月１日（木）からです。

※本人確認書類などの提示があっても、必要と判
断した場合は、身分証明書のコピーや口頭質問、
電話確認などを行う事があります。

問 市役所税務課（☎684・1131）

国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/

市税の証明、 閲覧について
本人確認を行います

２
月
か
ら

財
産
に
つ
い
て
、
相
続
時
精
算

課
税
制
度
の
適
用
を
受
け
る
場

合
に
は
、
申
告
期
限
ま
で
に
贈

与
税
の
申
告
が
必
要
に
な
り
ま

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

平
成
21
年
分
確
定
申
告
書
等

の
提
出
お
よ
び
納
税
期
限

◇
所
得
税
・
贈
与
税

…
３
月
15
日（
月
）

◇
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税

…
３
月
31
日（
水
）

◆
所
得
税
の
相
談
お
よ
び
受
付

は
、
２
月
16
日（
火
）か
ら
で

す
。（
還
付
申
告
の
か
た
は
１

月
か
ら
申
告
書
の
提
出
が
で

き
ま
す
）

◆
贈
与
税
の
相
談
お
よ
び
受
付

は
２
月
１
日（
月
）か
ら
で
す
。

◆
土
・
日
・
祝
日
は
鳴
門
税
務

署
で
の
相
談
お
よ
び
受
付
は

行
っ
て
い
ま
せ
ん
。（
郵
送
ま

た
は
時
間
外
収
受
箱
な
ど
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
）

振
替
納
税
の
場
合
の

振
替
納
付
日

◇
所
得
税　

…
４
月
22
日（
木
）

◇
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税

　

…
４
月
27
日（
火
）

※
預
金
残
高
の
確
認
を
お
願
い

し
ま
す

問 

鳴
門
税
務
署（
☎
６
８
５
・

４
１
０
１
）

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ


